
Ｃ１－１ 

Chapter 1 消費税とは 

 

問題１ 消費税の概要 

① （  ） ②（  ） ③（  ） ④（  ） 

⑤ （  ） ⑥（  ） ⑦（  ） ⑧（  ） 

⑨ （  ） ⑩（  ） ⑪（  ） ⑫（  ） 

 

問題２ 納付税額の計算⑴ 
 

問１ 

課税標準額に対する消費税額  円 

控除対象仕入税額  円 

差引税額  円 

納付税額  円 

 

問２ 

課税標準額に対する消費税額  円 

控除対象仕入税額  円 

差引税額  円 

納付税額  円 

 

問３ 

課税標準額に対する消費税額  円 

控除対象仕入税額  円 

差引税額  円 

中間納付還付税額  円 

 

  



Ｃ１－２ 

問４ 

課税標準額に対する消費税額  円 

控除対象仕入税額  円 

控除不足還付税額  円 

 

問題３ 納付税額の計算⑵ 
 

Ⅰ 課税標準額に対する消費税額の計算等 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

課 税 標 準 額 64,277,000円 〔課税標準額の計算〕 

69,120,000円＋300,000円＝69,420,000円 

69,420,000円×
100

108
＝64,277,777円 

→64,277,000円（千円未満切捨） 

課税標準額に対す 

る消費税額 

4,049,451円 〔課税標準額に対する消費税額の計算〕 

64,277,000円×6.3％＝4,049,451円 

 

Ⅱ 仕入れに係る消費税額の計算等 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

控除対象仕入税額 2,790,666円 〔課税仕入れ等の税額の合計額の計算〕 

41,600,000円＋1,680,000円＋960,000円＋3,600,000円 

＝47,840,000円 

47,840,000円×
6.3

108
＝2,790,666円 

Ⅲ 納付税額の計算 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

納 付 税 額 578,700円 〔納付税額の計算〕 

⑴ 差引税額 

4,049,451円－2,790,666円＝1,258,785円 

→1,258,700円（百円未満切捨） 

⑵ 納付税額 

1,258,700円－680,000円＝578,700円 

 



Ｃ２－１ 

Chapter 2 課税の対象 

 

問題１ 国内取引の判定 
 

［資産の譲渡又は貸付け］ 

⑴ ⑵ ⑹ 

［役務の提供］ 

⑴ ⑵ ⑶ 

  

問題２ 課税の対象 
 

課税の対象となる取引 

⑴ ⑵ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ 

 

問題３ 課税の対象の理論 
 

① （  ） ②（  ） ③（  ） ④（  ） 

⑤ （  ） ⑥（  ） ⑦（  ） ⑧（  ） 

⑨ （  ） ⑩（  ）    

 

 



Ｃ３－１ 

Chapter 3 非課税取引 

 

問題１ 土地の譲渡及び貸付け等 
 

非課税取引 

⑴ ⑵ ⑸ 

 

問題２ 有価証券等の譲渡 
 

非課税取引 

⑵ ⑸ 

 

問題３ その他の非課税取引 
 

非課税取引 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ 

 

 



Ｃ４－１ 

Chapter 4 免税取引 

 

問題１ 輸出免税等の取引の判定 
 

⑴ ⑶ ⑹ 

 

問題２ 輸出免税等の理論 
 

① （  ）  ② （  ） 

③ （  ）  ④ （  ） 

 

 



Ｃ６－１ 

Chapter 6 納税義務者 

 

問題１ 納税義務の有無の判定⑴ 
 

Ⅰ 納税義務の有無の判定 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

納税義務の有無の 

判定 

 〔納税義務の有無の判定〕 

① (8,320,000円－1,600,000円＋1,000,000円)×
100

105
 

＋1,600,000円＝8,952,380円 

② {(297,600円－45,600円)－(297,600円－45,600円) 

×
４

105
×

125

100
}＋45,600円＝285,600円 

③ ①－②＝8,666,780円の有無の判定 

8,666,780円≦10,000,000円 ∴納税義務なし 

 

問題２ 納税義務の有無の判定⑵ 
 

Ⅰ 納税義務の有無の判定 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

納税義務の有無の 

判定 

 〔納税義務の有無の判定〕 

⑴ 基準期間における課税売上高 

① (17,484,000円－4,236,000円－1,476,000円) 

×
100

105
＋1,476,000円＝12,687,428円 

② {(1,146,000円－138,000円)－(1,146,000円－ 

138,000円)×
４

105
×

125

100
}＋138,000円＝1,098,000円 

③ ①－②＝11,589,428円 

⑵ 納税義務の有無の判定 

  11,589,428円＞10,000,000円 ∴納税義務あり 

 



Ｃ７－１ 

Chapter 7 仕入税額控除 

 

問題１ 課税仕入れの判定 
 

⑴  ⑵  ⑶  ⑷  ⑸  

⑹  ⑺  ⑻  ⑼  ⑽  

⑾  ⑿  ⒀  ⒁  ⒂  

⒃  ⒄  ⒅  ⒆  ⒇  

 

問題２ 控除対象仕入税額の計算（全額控除の場合） 
 

⑴ 課税売上割合 

98％≧95％ 

280,000,000円≦500,000,000円  ∴按分計算は不要 

⑵ 課税仕入れに係る消費税額 

143,280,000円＋1,380,000円＋8,280,000円＋3,730,000円＋(3,820,000円－830,000円) 

＋6,780,000円＋(3,000,000円－250,000円)＝169,190,000円 

169,190,000円×
6.3

108
＝9,869,416円 

⑶ 控除対象仕入税額 

9,869,416円 

 

問題３ 課税売上割合の計算 

 

問１ 

⑴ 課税売上高 

(132,000,000円＋30,000,000円)×
100

108
＋10,000,000円＝160,000,000円 

⑵ 非課税売上高 

40,000,000円 

⑶ 課税売上割合 

⑴

⑴＋⑵
＝

160,000,000円

200,000,000円
＝0.80＜95％  ∴按分計算が必要 

 



Ｃ７－２ 

問２ 

⑴ 課税売上高 

① 314,820,000円×
100

108
＋84,000,000円＝375,500,000円 

② 3,150,000円－3,150,000円×
6.3

108
×

80

63
＝2,916,667円 

③ ①－②＝372,583,333円 

⑵ 非課税売上高 

80,000,000円×５％＋300,000円＝4,300,000円 

⑶ 課税売上割合 

⑴

⑴＋⑵
＝

372,583,333円

376,883,333円
＝0.98…≧95％ 

372,583,333円≦500,000,000円  ∴按分計算は不要 

 

問３ 

⑴ 課税売上高 

① 639,572,000円×
100

108
＋58,000,000円＝650,196,296円 

② 4,200,000円－4,200,000円×
6.3

108
×

80

63
＝3,888,889円 

③ ①－②＝646,307,407円 

⑵ 非課税売上高 

10,000,000円×５％＋150,000円＝650,000円 

⑶ 課税売上割合 

⑴

⑴＋⑵
＝

646,307,407円

646,957,407円
＝0.99…≧95％ 

646,307,407円＞500,000,000円  ∴按分計算が必要 

 

問題４ 課税仕入れの区分 
 

⑴  ⑵  ⑶  ⑷  ⑸  

⑹  ⑺  ⑻  ⑼  ⑽  

⑾  ⑿  ⒀  ⒁  ⒂  

  



Ｃ７－３ 

 

問題５ 個別対応方式⑴ 
 

⑴ 課税売上割合 

60％＜95％  ∴按分計算が必要 

⑵ 区分経理及び税額 

① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

20,000,000円×
6.3

108
＝1,166,666円 

② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

8,000,000円×
6.3

108
＝466,666円 

③ 共通して要するもの 

2,000,000円×
6.3

108
＝116,666円 

⑶ 控除対象仕入税額 

1,166,666円＋116,666円×60％＝1,236,665円 

 

問題６ 個別対応方式⑵ 
 

⑴ 課税売上割合 

270,000,000円

270,000,000円＋30,000,000円
＝

270,000,000円

300,000,000円
＝0.90＜95％   

∴按分計算が必要 

⑵ 区分経理及び税額 

① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

145,000,000円＋(6,300,000円－570,000円)＋2,440,000円＝153,170,000円 

153,170,000円×
6.3

108
＝8,934,916円 

② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

300,000円×
6.3

108
＝17,500円 

③ 共通して要するもの 

3,410,000円＋54,924,000円＝58,334,000円 

58,334,000円×
6.3

108
＝3,402,816円 

⑶ 個別対応方式 

8,934,916円＋3,402,816円×90％＝11,997,450円 

 



Ｃ７－４ 

問題７ 個別対応方式⑶ 
 

Ⅰ 課税標準額に対する消費税額の計算等 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

課 税 標 準 額 240,555,000円 〔課税標準額の計算〕 

(276,000,000円－18,200,000円)＋2,000,000円 

＝259,800,000円 

259,800,000円×
100

108
＝240,555,555円 

→240,555,000円（千円未満切捨） 

課税標準額に対す 

る消費税額 

15,154,965円 〔課税標準額に対する消費税額の計算〕 

240,555,000円×6.3％＝15,154,965円 

 

  



Ｃ７－５ 

Ⅱ 仕入れに係る消費税額の計算等 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

課 税 売 上 割 合 258,755,555円

273,805,555円
 

〔課税売上割合の計算〕 

⑴ 課税売上高 

240,555,555円＋18,200,000円＝258,755,555円 

⑵ 非課税売上高 

370,000円＋10,680,000円＋80,000,000円×５％ 

＝15,050,000円 

⑶ 課税売上割合 

⑴

⑴＋⑵
＝

258,755,555円

273,805,555円
＝0.94… ＜95％ 

∴按分計算が必要 

控除対象仕入税額 13,751,811円 〔課税仕入れ等の税額の合計額の計算〕 

⑴ 区分経理及び税額 

① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

162,202,858円＋5,282,000円＋29,000,000円 

＝196,484,858円 

196,484,858円×
6.3

108
＝11,461,616円 

② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

  30,000円＋2,960,000円＝2,990,000円 

2,990,000円×
6.3

108
＝174,416円 

③ 共通して要するもの 

1,722,000円＋(6,870,000円－2,960,000円) 

＋35,912,000円＝41,544,000円 

41,544,000円×
6.3

108
＝2,423,400円 

 

  ⑵ 個別対応方式 

＝13,751,811円 



Ｃ７－６ 

Ⅲ 納付税額の計算 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

納 付 税 額 1,403,100円 〔納付税額の計算〕 

⑴ 差引税額 

15,154,965円－13,751,811円＝1,403,154円 

→1,403,100円（百円未満切捨） 

⑵ 納付税額 

1,403,100円 

 

 



Ｃ８－１ 

Chapter 8 売上げに係る対価の返還等 

 

問題１ 売上げに係る対価の返還等⑴ 
 

⑴ 課税標準額 

360,000,000円×
100

108
＝333,333,333円→333,333,000円（千円未満切捨） 

⑵ 課税標準額に対する消費税額 

333,333,000円×6.3％＝20,999,979円 

⑶ 控除対象仕入税額 

272,600,000円×
6.3

108
＝15,901,666円 

⑷ 売上げに係る対価の返還等に係る消費税額 

530,000円×
6.3

108
＝30,916円 

⑸ 控除税額小計 

15,901,666円＋30,916円＝15,932,582円 

⑹ 差引税額 

20,999,979円－15,932,582円＝5,067,397円→5,067,300円（百円未満切捨） 

⑺ 納付税額 

5,067,300円－1,500,000円＝3,567,300円 

 

問題２ 売上げに係る対価の返還等⑵ 
 

620,141 円 

 

 



Ｃ９－１ 

Chapter 9 貸倒れに係る消費税額の控除等 

 

問題１ 貸倒れに係る消費税額の控除⑴ 
 

貸倒れに係る消費税額 1,102,500 円 

 

問題２ 控除過大調整税額 
 

控除過大調整税額 115,200 円 

 

問題３ 貸倒れに係る消費税額の控除⑵ 
 

Ⅰ 課税標準額に対する消費税額の計算等 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

課 税 標 準 額 50,740,000円 〔課税標準額の計算〕 

54,800,000円×
100

108
＝50,740,740円→50,740,000円 

(千円未満切捨) 

課税標準額に対す

る消費税額 

3,196,620円 〔課税標準額に対する消費税額の計算〕 

50,740,000円×6.3％＝3,196,620円 

控除過大調整税額 18,620円 〔貸倒回収に係る消費税額の計算〕 

319,200円×
6.3

108
＝18,620円 

 

Ⅱ 仕入れに係る消費税額の計算等 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

控除対象仕入税額 1,911,000円 〔課税仕入れ等の税額の合計額の計算〕 

32,760,000円×
6.3

108
＝1,911,000円 

売上げの返還等対

価に係る税額 

15,925円 〔売上の返還等対価に係る税額の計算〕 

273,000円×
6.3

108
＝15,925円 

貸倒れに係る消費

税額 

63,700円 〔貸倒れに係る消費税額の計算〕 

1,092,000円×
6.3

108
＝63,700円 

控 除 税 額 小 計 1,990,625円 〔控除税額小計の計算〕 

1,911,000円＋15,925円＋63,700円＝1,990,625円 

 



Ｃ９－２ 

Ⅲ 差引税額の計算 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

差 引 税 額 1,224,600円 〔差引税額の計算〕 

3,196,620円＋18,620円－1,990,625円＝1,224,615円 

→1,224,600円（百円未満切捨） 

 

Ⅳ 納付税額の計算 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

納 付 税 額 824,600円 〔納付税額の計算〕 

1,224,600円－400,000円＝824,600円 

 

 



Ｃ10－１ 

Chapter 10 仕入れに係る対価の返還等 

 

問題１ 仕入れに係る対価の返還等⑴ 
 

⑴ 課税売上割合 

95％≧95％ 

12,000,000円≦500,000,000円  ∴按分計算は不要 

⑵ 課税仕入れに係る消費税額 

7,140,000円×
6.3

108
＝416,500円 

⑶ 仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額 

(210,000円＋42,000円＋322,560円)×
6.3

108
＝33,516円 

⑷ 控除対象仕入税額 

416,500円－33,516円＝382,984円 

 

問題２ 仕入れに係る対価の返還等⑵ 
 

問１ 

⑴ 課税売上割合 

98％≧95％ 

30,000,000円≦500,000,000円  ∴按分計算は不要 

⑵ 課税仕入れに係る消費税額 

(12,600,000円＋420,000円＋2,100,000円)×
6.3

108
＝882,000円 

⑶ 仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額 

151,200円×
6.3

108
＝8,820円 

⑷ 控除対象仕入税額 

882,000円－8,820円＝873,180円 

 

  



Ｃ10－２ 

問２ 

⑴ 課税売上割合 

90％＜95％  ∴按分計算が必要 

⑵ 区分経理及び税額 

① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

イ 課税仕入れ 

12,600,000円×
6.3

108
＝735,000円 

ロ 仕入返還等 

151,200円×
6.3

108
＝8,820円 

② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

420,000円×
6.3

108
＝24,500円 

③ 共通して要するもの 

2,100,000円×
6.3

108
＝122,500円 

⑶ 個別対応方式 

(735,000円－8,820円)＋122,500円×90％＝836,430円 

 



Ｃ11－１ 

Chapter 11 簡易課税制度 

 

問題１ 控除対象仕入税額の計算 
 

Ⅰ 納税義務の有無の判定及び課税標準額に対する消費税額の計算等 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

納税義務の有無の

判定 

 〔納税義務の有無の判定〕 

29,680,000円＞10,000,000円   ∴ 納税義務あり 

課 税 標 準 額 30,629,000円 〔課税標準額の計算〕 

33,080,000円×
100

108
＝30,629,629円 

→30,629,000円（千円未満切捨） 

課税標準額に対す

る消費税額 

1,929,627円 〔課税標準額に対する消費税額の計算〕 

30,629,000円×6.3％＝1,929,627円 

 

Ⅱ 仕入れに係る消費税額の計算等 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

簡易課税制度の適

用の有無の判定 

 〔簡易課税制度の適用の有無の判定〕 

⑴ 簡易課税制度選択届出書の提出あり 

⑵ 29,680,000円≦50,000,000円  ∴適用あり 

控除対象仕入税額 1,517,195円 〔仕入れに係る消費税額の計算〕 

⑴ 基礎税額 

1,929,627円－33,133円＝1,896,494円 

⑵ 控除対象仕入税額 

1,896,494円×80％＝1,517,195円 

売上げの返還等対

価に係る税額 

33,133円 〔売上げの返還等対価に係る税額の計算〕 

568,000円×
6.3

108
＝33,133円 
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Ⅲ 納付税額の計算 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

納 付 税 額 379,200円 〔納付税額の計算〕 

⑴ 差引税額 

1,929,627円－(1,517,195円＋33,133円)＝379,299円 

→379,200円（百円未満切捨） 

⑵ 納付税額 

379,200円 

 

 

問題２ ２以上の事業を営む場合（原則⑴） 
 

Ⅰ 課税標準額に対する消費税額の計算 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

課 税 標 準 額 38,205,000円 〔課税標準額の計算〕 

(18,012,000円＋23,250,000円)×
100

108
＝38,205,555円 

→38,205,000円（千円未満切捨） 

課税標準額に対す

る消費税額 

2,406,915円 〔課税標準額に対する消費税額の計算〕 

38,205,000円×6.3％＝2,406,915円 

 

  



Ｃ11－３ 

Ⅱ 仕入れに係る消費税額の計算等 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

控除対象仕入税額 2,009,629円 〔仕入れに係る消費税額の計算〕 

⑴ 業種別消費税額 

① 第一種事業 

18,012,000円×
6.3

108
＝1,050,700円 

② 第二種事業 

イ 23,250,000円×
6.3

108
＝1,356,250円 

ロ 450,000円×
6.3

108
＝26,250円 

ハ イ－ロ＝1,330,000円 

③ 合計 

  ⑵ 控除対象仕入税額 

① 基礎税額 

2,406,915円－26,250円＝2,380,665円 

  ② 原則計算 

2,380,665円×
2,009,630円※

2,380,700円
＝2,009,600円 

※ 1,050,700円×90％＋1,330,000円×80％ 

＝2,009,630円 

売上げの返還等対

価に係る税額 

26,250円 〔売上げの返還等対価に係る税額の計算〕 

450,000円×
6.3

108
＝26,250円 

Ⅲ 納付税額の計算 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

納 付 税 額 371,000円 〔納付税額の計算〕 

⑴ 差引税額 

2,406,915円－(2,009,600円＋26,250円)＝371,065円 

→371,000円（百円未満切捨） 

⑵ 納付税額 
 



Ｃ11－４ 

問題３ ２以上の事業を営む場合（原則⑵） 
 

Ⅰ 課税標準額に対する消費税額の計算 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

課 税 標 準 額 21,555,000円 〔課税標準額の計算〕 

13,150,000円＋10,130,000円＝23,280,000円 

23,280,000円×
100

108
＝21,555,555円 

→21,555,000円（千円未満切捨） 

課税標準額に対す

る消費税額 

1,357,965円 〔課税標準額に対する消費税額の計算〕 

21,555,000円×6.3％＝1,357,965円 

 

Ⅱ 仕入れに係る消費税額の計算等 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

控除対象仕入税額 929,686円 〔仕入れに係る消費税額の計算〕 

⑴ 業種別消費税額 

① 第二種事業 

イ 10,130,000円×
6.3

108
＝590,916円 

ロ 70,100円×
6.3

108
＝4,089円 

ハ イ－ロ＝586,827円 

② 第四種事業 

  
13,150,000円×

6.3

108
＝767,083円 

③ 合計 

①＋②＝1,353,910円 

⑵ 控除対象仕入税額 

① 基礎税額 

1,357,965円－4,089円＝1,353,876円 

② 原則計算 

1,353,876円×
929,710円※

1,353,910円
＝929,686円 
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売上げの返還等対

価に係る税額 

4,089円 〔売上げの返還等対価に係る税額の計算〕 

70,100円×
6.3

108
＝4,089円 

貸倒れに係る税額  〔貸倒れに係る税額の計算〕 

23,000円×
6.3

108
＝1,341円 

 

Ⅲ 納付税額の計算 

区   分 金   額  計 算 過 程 (単位：円) 

納 付 税 額  〔納付税額の計算〕 

⑴ 差引税額 

1,357,965円－(929,687円＋4,089＋1,341円)＝422,849円 

→422,800円（百円未満切捨） 

⑵ 納付税額 

422,800円 
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